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一般選抜[社会人(リカレント)]  
 
 

出願資格 

 

 

 

 

 

 

選考方法 

 

出願手続 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

願書受付 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日  程 

日 程 出願期間 試験日 合格発表発送日 入学手続締切日 

C 日程 
令和 5年 12月 6 日(水)～ 

令和 5年 12月 13 日(水)[必着] 
令和 5年 12月 16 日(土) 令和 5年 12月 19 日(火) 令和 6年 1 月 10 日(水)消印有効 

D 日程 
令和 6年 1 月 10 日(水)～ 

令和 6年 1 月 17 日(水)[必着] 
令和 6年 1 月 20 日(土) 令和 6年 1 月 23 日(火) 令和 6年 2 月 7日(水)消印有効 

E 日程 
令和 6年 2 月 7日(水)～ 

令和 6年 2 月 14 日(水)[必着] 
令和 6年 2 月 18 日(日) 令和 6年 2 月 20 日(火) 令和 6年 3 月 6日(水)消印有効 

F 日程 
令和 6年 2 月 28 日(水)～ 

令和 6年 3 月 6日(水)[必着] 
令和 6年 3 月 10 日(日) 令和 6年 3 月 12 日(火) 令和 6年 3 月 21 日(木)消印有効 

※所定の合格者数に達した場合、次の日程以降の入学試験は行いません。 

※合格者は上記の期日までに入学時納付金を納入し、必要な入学手続を完了して下さい。 

（１）高等学校もしくは中等教育学校を令和 6年 3月以前に卒業の者 

（２）通常の課程による 12年の学校教育を令和 6年 3月修了の者 

（３）学校教育法施行規則第 150条の定めるところにより高等学校を卒業した者と同等の 

学力があると認められる者及び令和 6年 3月までに該当する者 

（４）幼稚園教諭二種免許状・保育士資格の取得に関しては、欠格条項があります 

（学校教育法第 9条・児童福祉法第 18条の 5） 

 

（１）書類審査  （２）面接 

 

１．出願書類   （１）入学志願書（本学所定用紙 写真貼付のこと） 

         （２）面接シート（本学所定用紙） 

         （３）活動報告（本学所定用紙） 

         （４）調査書（学校長が作成し厳封したもの 旧調査書でも可） 

もしくは高等学校卒業後 5 年を経過し調査書の作成が不可能な場合

は、卒業証明書 

※高等学校卒業程度認定試験合格者は、同合格証明書 

（受験票のコピーも可 ただし、合格後に合格証明書を提出すること） 

２．合否通知用封筒 １通 
（定形封筒［長 3］に 354 円分の切手を貼付し、郵便番号、住所、氏名を明記して下さい） 

３．受験料 ２０，０００円 

 

 

 

※持参による出願 

白藤学園 2号館１階 事務局 

月～金曜日 9:00～16:45 土曜日 9:00～12:00（日・祝祭日を除く） 

 

※郵送による出願 

出願用封筒に出願手続書類を同封し、差出人を記入の上、簡易書留にて郵送（締切日必着） 

してください。 

【出願手続書類】上記の「出願書類」「合否通知用封筒」に加えて、下記の①②を同封して 

ください。 

① 受験票返送用封筒 1通（定形封筒［長 3］に 354円分の切手を貼付し、郵便番号、住所、氏

名を明記して下さい） 

② 普通為替証書２０,０００円分（郵便局で購入できます） 


